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第１章 俵山地区小さな拠点づくりの背景

俵山地区は、本市の南、内陸側に位置し、昭和29年３月の昭和の大合併以前の俵山村を構成し

ていた10自治会により形作られる生活圏です。本圏域は、基幹的集落である大羽山地区と、これ

に隣接し俵山温泉街のある湯町地区を中心として、そこから放射線状に伸びる山あいに８つの集

落が存在しています。

基盤となる産業は、「俵山温泉」を核とする観光業と、山あいの圃場で米作をはじめとする農

業や、それを囲む森林を活用した林業などの第一次産業です。

しかしながら、時代の変化により、後継者不足、湯治需要の減退などで、旅館経営がなりたた

なくなるなど、次第に地域の活力は失われていきました。

このような中、国の事業として将来山陰道の一部となる俵山・豊田道路が事業化され、大羽山

地区にある柿ノ木川地区に「俵山温泉インターチェンジ（仮称）」（以下「俵山温泉IC」とい

う）の設置が計画されています。このエリアは先に開通した県道38号美祢油谷線の結束点となる

ことから、今後、重要な交通の拠点となることが想定されます。また、山口県の木屋川ダム再開

発事業（嵩上げ）も進んでいます。

この現状を踏まえ、俵山地区での暮らしを守り、地域コミュニティを維持して、地区外との人

流、物流を起こしながら、「住みよい」「住み続けたい」まちづくりのため、俵山温泉IC周辺を

中心に、既存施設の集積するエリアも含めた「小さな拠点」を構築することとなり、令和４年３

月に「俵山地区小さな拠点づくり基本構想」（以下「基本構想」という。」を策定し、拠点づく

りをスタートしました。

基本構想に掲げる基本理念『「自然」と「湯」が香る癒しのまち 俵山 ～新しい交流を生む

ハブづくり～』に基づき、「俵山地区小さな拠点づくり基本計画」（以下「基本計画」とい

う。）を策定します。

１｜俵山地区の概要と小さな拠点づくり
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第１章 俵山地区小さな拠点づくりの背景

２｜俵山地区の現状と課題
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➢ 俵山地区の人口

（人・世帯）

（年）

資料：長門市住民基本台帳 基準日：1月1日

（人） （％）

[人口と世帯数]

[人口と高齢化率]

（年）

俵山地区は、人口減少や高齢化の進行度が市内でも高い傾向にあり、地域のコミュニティや提

供されるサービスの維持など、住民が安心して暮らし続けることができるための施策や、山陰道

の整備を契機とした交流人口を創出する施設の整備による持続可能な発展を促進する取り組みが

求められています。
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第１章 俵山地区小さな拠点づくりの背景

➢ 俵山地区内主要施設の分布図

課 題

住民生活・
サービス環境

住民のイメージする小さな拠点に求めるもの

・ガソリンスタンドの確保 ・インターネット環境の整備

・上水道などライフラインの確保 ・区域内循環バス等の確保

・飲食店の誘致・整備 ・ATM（現金自動預払機）の整備

居住・住宅環境

・買い物の場の確保（スーパー・コンビ二など）

・若者や子育て世代向け住宅の整備 ・移住・定住施策の推進

・高齢者向けアパート ・空き家の有効活用

高齢者環境

・高齢者向けアパート(再掲） ・高齢者の見守り活動の推進

・高齢者が働く場の確保 ・高齢者が生活しやすい場所づくり

・交通弱者対策

教育・子育て環境
・若者の働く場づくり ・子供の教育・遊びの場づくり

・若者・子育て世代向け住宅の整備（再掲） ・保育施設の充実

観光・産業環境

・観光産業の強化 ・飲食店の誘致・整備（再掲）

・農産物出荷販売施設の整備 ・農産物加工施設の整備

・自然を生かした施設の整備 ・農業体験等の推進

・温泉を活用した事業の実施 ・スポーツイベント・アウトドアイベントの開催

３｜住民の意向と課題の整理

これまでの住民アンケートやワークショップで出された課題や住民の意向は次のとおりです。
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俵山郵便局

JA・コンビニ

ヤマネスタジアム俵山

児童福祉施設

俵山温泉

俵山公民館・出張所

駐在所

病院

里山ステーション

俵山小学校

俵山幼児園

商店

至 長門市街

至 下関市

至 日置地区

至 油谷地区

河川公園

500m



基本構想は、住民アンケートや全住民対象のワークショップ、若者や女性対象のワークショッ

プ実施後、俵山地区の住民や団体で構成される「俵山地区小さな拠点づくり基本構想策定委員

会」において協議を重ね、策定されました。

基本構想では、【「自然」と「湯」が香る癒しのまち 俵山 ～新しい交流を生むハブづくり

～ 】を基本理念とし、３つの基本理念を定め地域活力の創出を目指すこととしました。

公民館や出張所、学校施設等が集積する「既存エリア」と、俵山温泉IC周辺の「柿ノ木川エリ

ア」を合わせて、「大羽山拠点」として位置付け、俵山地区の住民が安心して暮らし続けられる

よう、生活の利便性を高める機能や行政サービス、防災対策の充実を図ると共に、俵山と地区

外・都市部との新しい人流、物流を生む、ハブとしての拠点づくりを目指すこととしています。

４｜基本構想の検討経緯と考え方
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第１章 俵山地区小さな拠点づくりの背景

基本方針Ⅰ 地区内での交流、地区外や都市部との交流を深める交流拠点づくり

• 既存施設の改修・更新を行いながら、既存施設集積エリアを含めた拠点づくりを行いま

す。

• 俵山地区に住む人々の交流を促進するため、既存の機能やサービスの維持、必要な施設

の整備、地域内交通ネットワークを強化します。

• 俵山温泉と連携した観光振興や、農林業の振興に積極的に取り組むとともに、中核的施

設として直販交流施設を整備することにより、地区外や都市部との交流を深め、外貨の

獲得と地域内経済の循環を促進します。

基本方針Ⅱ 俵山に住む人々が笑顔で暮らし続けられる生活づくり

• 誰もが安心して暮らし続けられるよう、生活の利便性を高める機能や行政サービス、防災

対策の充実を図ります。

• 若者の定住や移住者に選ばれる地域となるように、必要な対策を進めます。

基本方針Ⅲ 小さな拠点を中心とした住民が主役のまちづくり

• 地域コミュニティを維持し、住民が考え実践するまちづくりを推進します。

• 伝統文化を継承し、住民が誇れるまちづくりを推進します。

• 地域資源を活かした商品・サービスの開発を推進し、地域が稼ぎ、地域に還元できる取り

組みに挑戦します。

• 国が行う山陰道建設事業、山口県が行う木屋川ダム再開発事業と連携したまちづくりを推

進します。

基本理念
～ 新 し い 交 流 を 生 む ハ ブ づ く り ～

「自然」と「湯」が香る癒しのまち 俵山

➢ 基本構想の基本理念と基本方針



第２次長門市総合計画や第２期長門市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、人口減少社会

に適応した持続可能な地域づくりの視点から、市民や地域協働体の参画による生活圏域内におけ

る「小さな拠点」の整備が位置付けられています。また、俵山地区においても俵山地域元気生活

圏づくり推進方針の中で、俵山温泉ICの設置を見据えた「小さな拠点」整備を掲げています。

本計画は、上位計画に沿って令和４年３月に策定された「俵山地区小さな拠点づくり基本構

想」に基づき策定するもので、俵山地区が抱える課題の解消、持続可能な発展を遂げるための検

討を行い、拠点施設の役割と施設の整備を計画することにより、地域の住民や事業者、行政が同

じ方向を向いて俵山地区における小さな拠点づくりを目指すものです。

１｜基本計画の位置づけ
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第２章 俵山地区小さな拠点づくりの基本的な考え方

第２次長門市総合計画

第２期長門市まち・ひと・しごと
創生総合戦略

俵山地区小さな拠点づくり基本構想（令和４年３月）

俵山地区小さな拠点づくり基本計画

俵山地域元気生活圏
づくり推進方針

俵山地区夢プラン

本計画に示す各項目については、山陰道俵山豊田道路の事業計画、および公共施設・学校施

設の再編計画に沿って定義をする必要があります。

令和6年度において、定義すべき各項目の前提となる道路の完成時期や既存施設の再編方針に

ついて不確定な部分があるため、Vol.1においては、令和６年度の時点において整理が可能な項目

についてのみ定義します。

今後はそれぞれの進捗に応じ、 Vol.２以降で見直しを図ります。

➢ 「俵山地区小さな拠点づくり基本計画 Vol.1」について



俵山温泉IC周辺の「柿ノ木川エリア」と公民館や学校施設等公共施設が集積する「既存エリ

ア」を合わせて、俵山地区における小さな拠点「大羽山拠点」として位置付けます。

３｜エリアの定義
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第２章 俵山地区小さな拠点づくりの基本的な考え方

➢ 小さな拠点づくりで目指すイメージ

基本計画における基本理念（コンセプト）と基本方針は、基本構想と方向性を一致させるため、

基本構想において定義した理念と方針を継承します。

２｜コンセプトと基本方針

基本理念
「自然」と「湯」が香る癒しのまち 俵山

～新しい交流を生むハブづくり～

基本方針

① 地区内での交流、地区外や都市部との交流を深める交流拠点づくり

② 俵山に住む人々が笑顔で暮らし続けられる生活づくり

③ 小さな拠点を中心とした住民が主役のまちづくり

俵山温泉

センザキッチン
長門湯本温泉

萩市・美祢市 方面

下関市
福岡県
方面

元乃隅神社
角島大橋

方面

県内の主要観光地を有する
下関市、萩市、美祢市と長門市の中間に位置し、

良質な温泉が湧き出る「俵山」を

地域内外の人々が集う交流拠点に！

俵山温泉IC
（仮称）

大羽山拠点

・交流拠点施設
・公民館・出張所
・学校施設
・児童施設

・地域交流施設

柿の木川エリア
既存エリア



俵山地区は、県内主要観光地を有する

下関市、萩市、美祢市と長門市の中間に

位置しており、俵山温泉ICの整備により

周囲からのアクセス性が飛躍的に向上す

ることから、これを契機として地域の産

業や俵山温泉をはじめ市内における周遊

や着地型観光を活性化させるべく、同エ

リアに地域産品を中心とした飲食や物販、

情報発信等の機能を有した新たな交流拠

点施設の整備を求める機運が高まりまし

た。

あわせて、地域内交流や防災、まちづ

くりの観点からも、拠点施設が地域の活

力を生み出す拠点としての位置づけも期

待されています。

４｜柿の木川エリア整備の背景
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第２章 俵山地区小さな拠点づくりの基本的な考え方

出典：国土交通省中国地方整備局ホームページ
（https://www.cgr.mlit.go.jp/sanindo/progress/yamaguchi/04/index.html）

➢ 俵山・豊田道路 位置図



既存エリアは、俵山公民館を中心に、小学校や幼児

園、交流施設、体育施設が集積するエリアです。

俵山公民館および館内に設置の俵山出張所は、生涯

学習や地域づくりの推進、行政サービスの提供など、

地域の拠点となる施設であり、保有する機能や提供す

るサービスは将来にわたって維持・向上していく必要

がありますが、施設の老朽化が顕著であり、安全性や

利便性の悪さなど多くの課題を抱えています。

同じく老朽化が著しい俵山幼児園および、市内全域

で顕著に進む少子化に伴う学校施設の在り方も含め、

既存エリアの各施設について、「長門市公共施設等総

合管理計画」や「長門市小・中学校適正規模・適正配

置審議会（仮称）」の答申等に沿って今後の方向性を

総合的に検討する必要があります。

５｜既存エリア整備の背景
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第２章 俵山地区小さな拠点づくりの基本的な考え方

施設の名称 建設年度 構造・規模
長門市公共施設等総合管理計画
第2次アクションプランでの評価

俵山公民館
（俵山出張所併設）

S45 RC造・2階建て

老朽化が進行しているため令和7年度までに更新計
画の方向性を検討
更新時には統廃合や複合化を視野に、小さな拠点
づくり構想のなかで総括的に検討

俵山幼児園 S39 木造・1階建て 令和7年度までに周辺施設との複合を検討

俵山小学校 H13 RC造・2階建て 継続利用

俵山小学校
屋内運動場

H9 S造・1階建て 継続利用

旧俵山中学校 S36 RC造・3階建て
H28年度に用途廃止
旧俵山公民館の更新計画のなかで方向性を検討

俵山体育館
（旧俵山中学校体育館）

S53 S造・1階建て 継続利用

➢ 既存エリア検討対象施設

▲俵山公民館

▲俵山幼児園 ▲俵山体育館 ▲俵山小学校



基本構想において、俵山と地区外・都市部との新しい人流、物流を生む、ハブとしての拠点づ

くりを掲げており、柿の木川エリアにおいては交流拠点施設の整備を念頭に置いた検討を進めま

す。基本構想に基づき、６次産業を推進し、地域資源を生かした商品やサービスを提供し、地域

が稼ぎ、地域に還元できる仕組みを構築します。

１｜基本方針
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３章 柿の木川エリア整備計画

２｜交流拠点施設の機能・規模

レストラン、6次産品加工施設、足湯

交流拠点施設は、俵山温泉ICの設置に伴い新たに整備するものであり、その機能と規模につい

ては開業時における時好や情勢に沿ったものとするため、道路の事業進捗に合わせた検討が必要

となります。

今後、国・県から示される情報等を基に、これまでの意見集約等を踏まえ、俵山温泉ICの供用

開始時に交流拠点施設として最も適切な機能・規模の検討を行います。

農産物等直売所、２４時間対応トイレ、観光案内所、駐車場、

休憩スペース、ガソリンスタンド、電気自動車充電設備、

バスステーション

温浴施設

設置が望ましい

必須の機能

今後の情勢で判断

➢ 導入機能の分類

交流拠点施設は、俵山の

美しい山々に囲まれた自然

の景色を眺めながら買い物

や休憩を楽しめるような配

置とします。

インターチェンジと既存

県道との接続にも配慮し、

地域内外の人が円滑に施設

を利用し、俵山温泉をはじ

め市内の周遊を促すような

動線の確保に努めます。

詳細な配置については、

今後検討します。

柿の木川エリア整備予定地

３｜配置計画



交流拠点施設の管理運営にあたっては、公共公益機能を保ち、交流人口の拡大と市内各地への

誘導を目指しつつ、地域をはじめ市民にとっても魅力ある施設となるような運営を目指すことと

し、民間のノウハウを最大限に活用し、収益性とサービスの質の確保に努めます。

具体的な管理運営手法については、今後検討します。

４｜管理運営計画
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３章 柿の木川エリアの整備計画

柿の木川エリアに整備する拠点施設への給水については、エリアの至近に柿の木川地区水道組

合が所有する既存の給水施設があるため、その活用を前提とします。

５｜インフラについて

柿の木川エリアは、俵山温泉ICの設置に伴い整備するものであり、令和６年度時点において同

ICの供用開始時期が未定であるため、今後、道路事業の進捗を見据えて適宜スケジュールの設定

を行います。

６｜事業スケジュール

施設の機能、機能等の整備内容が未確定であるため、整備内容と合わせて今後定義します。

７｜概算費用

▲柿の木川地区給水施設



既存エリアの整備にあたっては、基本構想に掲げるとおり、俵山地区に住む人々の交流を促進

し、誰もが安心して暮らし続けられるよう、地域のコミュニティを維持し生活の利便性を高める

機能、行政サービスや防災対策の維持・充実を基本方針とします。

１｜基本方針
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４章 既存エリア整備計画

既存エリアに確保する機能は次のとおりとします。

２｜確保する機能

⚫ 住民の活動、交流の拠点となる場所の提供

⚫ 地域に密着した行政サービスの提供

⚫ 地域まちづくり活動の支援

⚫ 高齢者の交流機会の提供

⚫ 安心して子育てができる環境の提供

各既存施設ごとの整備計画は次のとおりです。

３｜整備計画

施設の名称 整備計画

俵山公民館
（俵山出張所併設）

長門市小・中学校適正規模・適正配置審議会（仮称）における答申を踏

まえて検討

俵山幼児園

俵山小学校

俵山小学校屋内運動場

旧俵山中学校

俵山体育館
（旧俵山中学校体育館）



「長門市公共施設等総合管理計画」に沿って、関係機関等との協議を踏まえ整備計画が決定次

第、事業スケジュールを設定します。

４｜事業スケジュール
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４章 既存エリア整備計画

各施設の整備計画が未定であるため、整備計画と合わせて今後定義します。

５｜概算予算

第５章 全体スケジュール

１｜両エリアの事業スケジュール

年度 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12 Ｒ13 Ｒ14 Ｒ15以降

柿ノ木川
エリア

既存エリア

用地取得

既存施設の
整備方針検討

水源
確保

基
本
計
画

V
o
l.1

供用開始

基
本
構
想

※地域の実情を踏まえた整備を行うため

供用開始見込みの3年前頃から始動

実施設計・施設整備

※長門市小・中学校適正規模・適正配置審議会（仮称）
の答申を踏まえたうえで検討

実施設計 施設整備

基本計画 Vol.2～

※山陰道事業の進捗に
合わせて随時見直し

※ 事業スケジュールは、国が行う山陰道整備事業や山口県が行う木屋川ダム嵩上げ事業のスケジュール、

長門市小・中学校適正規模・適正配置審議会（仮称）の答申に沿って随時見直します。



俵山地区小さな拠点づくり基本計画

＜問い合わせ＞

長門市経済産業部 企業誘致・まちづくり推進課

〒759-4192 山口県長門市東深川1339番地2

TEL 0837-27-0161 FAX 0837-22-8458

俵山地区小さな拠点づくり基本計画策定委員会

[構成団体]

俵山地区発展促進協議会 ／ 俵山地区発展促進協議会青年部 ／ 俵山地区自治会連合会

NPO法人ゆうゆうグリーン俵山 ／ 俵山温泉観光協議会 ／ 俵山公民館 ／ JA山口県 俵山支所

大石・西山地区ダム対策協議会／柿の木川地区小さな拠点づくり対策協議会

郷土史家 ／ 俵山郵便局

[会議]

令和５年第１回会議 令和５年６月１３日

令和６年第１回会議 令和６年６月１３日

第２回会議 令和７年１月２３日


